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１．はじめに
2020年の東京オリンピックの開催の決定により、
世界からヒト・モノ・カネが集まり、それに伴う経
済効果の波及や主要産業の進展、国内投資の増加等
が見込まれるとともに、スポーツ振興の進展にも期
待が高まっている。
特に東京では、オリンピック開催の直接効果とし
て、競技会場の新設や観光客増加などの新規需要と
して約１兆円、２次波及（１次波及の所得増を通じ
た消費増による生産誘発）効果を含めた生産誘発総
額は約2.5兆円、所得誘発額は約0.6兆円で、建設や小
売、サービス業を中心に約21万人の雇用が創出され
ると見込まれている。
その他、オリンピック開催に伴う付随効果とし
て、特に注目されるのは、①オリンピック開催によ
るイメージアップ及び政策的な振興策の相乗効果を
通じた観光需要の高まりと、②オリンピック開催を
触媒とするインフラ整備の加速や民間投資の活性化
を通じた都市力の強化である。
実際に、1992年のバルセロナオリンピック開催国
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であるスペインでは、オリンピック開催を起爆剤と
した都市再生を実現し、バルセロナや首都マドリー
ドの都市ランキング順位が大幅に上昇した。
また、2000年のシドニーオリンピック開催国であ

るオーストラリアでは、オリンピックを契機とする
観光需要の促進に向けて戦略的な取り組みが行わ
れ、主催都市であるシドニー以外の都市において
も、オリンピック後の観光客を増大させることに成
功している。
以上をみると、わが国で2020年の東京オリンピッ

ク開催の決定がなされたことは極めてポジティブな
ことであり、オリンピック開催決定を日本再興戦略
（成長戦略）と戦略に位置づけられた施策に連動さ
せ、「直接効果」及び「付随効果」の最大化を図って
行くことが国家戦略として重要な意味を持つと考え
られる。いずれにせよ、2020年東京オリンピック開
催決定により、スポーツが新たに国家や都市に対し
て好影響を与える可能性が高まったことは大変喜ば
しいことである。
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２．わが国における近年のスポーツを巡る環境
このように、2020年東京オリンピックの開催決定
は、スポーツによる新たな経済効果の創出や国家や
都市のイメージアップ、インフラ整備などの都市力
強化の千載一遇の機会として期待されるが、近年、
スポーツを巡る環境を見ると、スポーツ人口の減少
や産業としてのスポーツ市場の縮小、プロスポーツ
クラブチームの経営危機など、ネガティブな事案が
多数見られる。
わが国において過去20年間でスポーツをした人

（行動者率：過去１年間に１度でもスポーツを行っ
た人の割合）の割合は一貫して低下している。

図１　スポーツの男女別行動者率の推移（15歳以上）
出所　平成23年社会生活基本調査

年齢階級別で見てみると、25年前と比較して60歳
以上の行動者率は上昇を続けている。この60歳以上
の行動者率の上昇は、近年の国民の健康志向を反映
していると言え、経済産業省の産業活動分析（平成
24年年間回顧「シニア層の健康志向に支えられる
フィットネスクラブ」）においても、「フィットネス
クラブへの支出金額や会員数に占めるシニア層の
シェアが高まっているのは、60歳以上の年齢層の人
口構成比の上昇に加え、当該年齢層におけるスポー
ツ志向、健康志向の高まりがあるものと推察され
る。」とその傾向の裏付けとなる分析結果が出され
ている。
一方で、60歳未満の行動者率は低下しており、特
に20〜30歳代は約20ポイントのマイナスと大幅に低
下している。近年、若い世代のスポーツ離れの傾向
が叫ばれており、様々な調査や研究がなされている
が、主な原因として、競争を避ける傾向にあるとい
われる学校教育の問題や、スポーツする場所の確保
の問題、ゲーム機器の普及等による娯楽の多様化等

が原因で、若い世代がスポーツに関心を向けなく
なった等が主張されている。
ただし、その中でも、サイクリングやサッカーを

した人の割合については、20歳以上では上昇するな
ど、若い世代の行動者率が上昇してきているスポー
ツも確認することができ、スポーツの種類によって
は、若い世代が興味を持って活動していることも明
らかになっている。

図２　年齢階級別スポーツの行動者率（1986年、2011年）
出所　平成23年社会生活基本調査

図３　年齢階級別サイクリングの行動者率（1986年、2011年）
出所　平成23年社会生活基本調査

図４　年齢階級別サッカーの行動者率（1986年、2011年）
出所　平成23年社会生活基本調査

スポーツ人口の低下に加え、産業としてのスポー
ツ市場も、年々縮小傾向にある。マクロミルと、三
菱UFJリサーチ＆コンサルティングが共同で行った
「2013年スポーツマーケティング基礎調査」による
と、スポーツ参加市場規模は、スタジアム観戦市場
が伸びる一方、「用品購入」「施設利用・会費」市場
は減少傾向にあり、2012年の約３兆円から約2.6兆
円に縮小したとしている。
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表１　スポーツ参加市場規模

（注）年間平均支出額は、支出を行った人の平均支出額。 
市場規模は15歳から69歳を対象とした市場。年齢階層別の平均支
出額 ×年齢階層別人口 ×支出率を市場別に算出し合算。 
年齢階層別人口には、総務省「住民基本台帳に基づく人口」を利用。
（　）内は昨年調査比。

出所　2013年スポーツマーケティング基礎調査

また、「失われた20年」と言われる長期経済不況に
よる企業業績の低迷により、企業スポーツの休廃部
のニュースは後を絶たない。企業のアイスホッケー
部やスキー部、バスケットボール部や野球部の中に
は、これ以上スポーツチームを維持できない、ある
いは、経営の観点からはスポーツチームを持つ必要
性が薄い等の経営判断により廃部となったものもあ
る。これらの傾向は企業スポーツのみならず、地域
が広く支えるプロスポーツクラブにも及んできてお
り、これまでにもプロ野球や Jリーグの複数のクラ
ブチーム（個人会費や後援会組織、地元自治体等か
らの支援によって運営されているチームや一企業ま
たは複数の企業及びその社員が主体となって、その
地元からも広く選手を募集し、結成されたチーム
等）が経営危機や買収等を経験している。
これは、福岡市をホームタウンとするクラブチー
ムも例外ではない。2004年10月に福岡市をホームタ
ウンとするプロ野球パシフィックリーグの福岡ダイ
エーホークスが、親会社であるダイエーの経営再建
断念により売却されることとなり、紆余曲折を経た
結果、同年11月にソフトバンクが買収した。

 年間平均支出

額 

市場規模 参考：2012 年

市場規模 

スタジアム観

戦市場 

27,624 円

(7.2%) 

(n=451) 

5,357 億円 5,462 億円 

用品購入市場 24,769 円 

(▲5.0%) 

(n=806) 

8,664 億円 8,897 億円 

施設利用・会費

市場 

44,639 円 

(▲17.8%) 

(n=615) 

1 兆 1,840 億円 1 兆 5,155 億円 

市場規模の合

計 

— 2 兆 5,861 億円 2 兆 9,514 億円 

また、福岡市を中心とした福岡県内全域をホーム
タウンとする Jリーグアビスパ福岡でも、2013年10
月に経営危機が発覚した。この危機は、運営資金の
不足により、債務や給料の支払いが滞る可能性が出
るなど当面の資金繰りの問題とのことであったが、
元々、福岡市をはじめとする行政からの資金拠出や
地元企業からのスポンサー収入、寄付などに依存す
る財務構造であることもあり、安定的な経営基盤を
構築するには至っておらず、これまでにも行政や地
元企業に対し、数度の支援要請を繰り返してきてい
る。
このようにクラブチームの維持にあたって、行政

や地元企業が資金的な支援を行うという構図は、実
際にはアビスパ福岡の例のみならず、他都市や海外に
おいて、また他のスポーツにおいてもよく見られる。
それでは、なぜ、行政や地元企業が、クラブチーム

に支援を行っているのか。その理由や必要性はどこ
にあるのか。スポーツの持つ役割から考えてみたい。

３．わが国におけるスポーツの位置付けと役割
わが国では、戦後間もない時期から、スポーツは

国会での重要な議題の一つとされてきた。1946年に
は、大日本帝国憲法下の衆議院本会議における「文
教再建に関する決議案」の趣旨説明の中で、健全な
スポーツの奨励について触れられ、現行憲法下での
第１回国会においては、戦後復興に資する上でのス
ポーツの普及に加え、学校教育及び武道とスポーツ
の関係性やオリンピック出場の意義等について議論
されるなど、現代にも通じる議題が挙げられている。
その後、1957年に、内閣総理大臣の諮問機関とし

て「スポーツ振興審議会」が設置され、スポーツの
普及施策や、1964年開催の東京オリンピック招致に
関する答申が出されるとともに、「スポーツ振興の
ための法的措置の強化について」が公表され、「ス
ポーツの抜本的振興を図るためには、国がスポーツ
振興を国策として採り上げ、これに必要な財源の確
保、事業の助成、施設の整備等に関し、現行法につ
き根本的検討を加えるとともに、これらを総括的に
規定する法律、例えばスポーツ振興法の如きものを
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制定するよう要望する。」と記している。
これを受け、1961年に「スポーツ振興法（以下、

「振興法」という。）」が制定され、以後、50年にわ
たって振興法に大きな改正はなかったが、2011年に
振興法の全面改正となる「スポーツ基本法（以下、
「基本法」という。）」が制定されることになった。基
本法は「スポーツに関し、基本理念を定め、並びに
国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努
力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施
策の基本となる事項を定める」ものと規定されてお
り、具体的な施策については、個別の法律や条例等
を定める必要があるものの、スポーツの価値や国の
責務が法律に明記されたことは大きな意味を持つ。
経済学では、誰もが利用できる公的な財・サービ
スを「公共財」と位置づけているが、欧米ではス
ポーツは公共性が高いものであるとの整理から、歴
史的に公共財と位置付けられてきた。欧米では、ス
ポーツは文化と同様に、コミュニティにとって価値
ある公共的な存在という地位が確立しており、クラ
ブチームの経営に税金を投入しても市民が納得する
公共的ソフトの側面を持っている。基本法は、わが
国において、スポーツを公共財であると明確に位置
付けたと言うことができ、つまりは、スポーツが政
府や自治体の支援を受ける法的な根拠として明確に
定義されたものであると言え、これまでのスポーツ
政策やスポーツ環境を健全な形で整備するきっかけ
になるものと期待される。
このように、わが国ではスポーツを法的に公共財
と位置付け、国民一人ひとりの身近なものとして、
地域や現場での自主的・主体的な取り組みを尊重し
たスポーツ政策の充実を図ろうとしているが、そも
そも、わが国におけるスポーツの役割とはどのよう
なものなのだろうか。この点、諸外国では、憲法や
法律において「スポーツ権」と呼ばれる権利を明記
し、基本的人権の一部として位置付けている例が多
く見られる。また、欧州評議会では、1975年に「す
べての人はスポーツをする権利を持つ」とする
「ヨーロッパ・みんなのスポーツ憲章」を採択し、
1978年に国際連合教育科学文化機関（UNESCO）が

採択した「体育及びスポーツに関する国際憲章」に
は、「体育・スポーツの実践はすべての人にとって
基本的権利である」と記されている。
基本法では、これらスポーツ権と呼ばれる権利に

該当するものは明記されていないものの、第２条に
「スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営
むことが人々の権利である」と記され、わが国にお
けるスポーツの役割を定義している。
わが国におけるスポーツ政策の推進については、

いわゆるスポーツ以外の側面からも議論がされてき
た経緯がある。具体的には、スポーツ政策が第１次
安倍政権下の2006年に設置された「教育再生会議」、
麻生太郎内閣総理大臣（当時）就任後、「教育再生会
議」を引き継いだ「教育再生懇談会」においても議
題として採り上げられ、「「教育安心社会」の実現−
「人生前半の社会保障」の充実を−」、「教育のグロー
バル化と創造性に富んだ科学技術人材の育成」のポ
イントとして「明るく豊かで活力に満ちた社会を築
くために、「スポーツ立国」ニッポンの実現は不可欠
である」とまとめられており、わが国の教育の観点
からも、スポーツの重要性と役割が明確に位置付け
られている。

４．クラブチームの政策的役割（「J リーグアビ
スパ福岡」をケースに）

それでは、ここからは、福岡市を中心とした県内
全域をホームタウンとする Jリーグアビスパ福岡を
ケースに、クラブチームの役割について考察してい
きたい。
基本法は、第25条において、国際競技大会等への

選手及び指導者の派遣や、競技技術の向上に必要な
環境の整備など、国家が優秀なスポーツ選手を確保
し、育成するために必要な施策を講じると定めてお
り、プロスポーツをその対象としているが、基本法
という性質上、プロスポーツに関する具体的な施策
について記載があるわけではないため、例えば、競
技団体ごとに異なる営利構造など、個別の状況に対
応した施策を別途位置付ける必要がある。実際には
「スポーツ基本計画」を踏まえ、それ以下の規定によ
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り個別施策を設定する必要があるが、現時点ではそ
こまでに至っていないのが実情である。
しかしながら、プロスポーツの一形態であるクラ
ブチームは、実際には当該個別施策の一端を担って
いると考えられ、政策的な観点からその役割を考察
する意味があるものと考えられる。
また、先に述べたとおり、2013年10月にアビスパ
福岡の経営危機が発覚したことにより、改めて地域
におけるクラブチームの存在価値や必要性が問われ
る事態となっており、クラブチームの役割をここで
明らかにすることは、地域にとって極めて重要な意
味を持つと考えられる。
アビスパ福岡は、1995年に静岡県藤枝市に本拠を
置いていた「中央防犯 FC藤枝ブルックス」が、福
岡市民50万人の署名に後押しされて福岡市に本拠地
を移転したもので、その後「アビスパ福岡」と改称
し、以来、福岡市や地元企業が中心となって、長き
にわたりアビスパ福岡への支援を続けてきた。元々
福岡市によるクラブの招聘が契機であったことか
ら、初期は数億円の資金援助と職員の出向等の手厚
い支援が可能であったが、昨今の厳しい財政状況や
「なぜアビスパだけを優遇するのか？」といった意
見も出され、支援が年々縮小傾向にある。
そのような中、アビスパ福岡は本業といえるプロ
サッカーチームの運営のみならず、非常に多様な活
動を行ってきている。具体的には、ホームタウン推
進部という、地元に密着した部門を立ち上げ、サッ
カーの普及活動から、子どもへの教育活動、小学校
グラウンドの芝生化活動、大学の教育プログラム作
成と実践の場の提供等を行っている。これらの活動
は、「スポーツは人を育て、地域を育て、社会を育て
る力があり、その課題を解決できるソフトになれ
る」との考えの下、「地域づくり」「まちづくり」「人
づくり」という視点でホームタウン活動を実施して
おり、地域におけるスポーツの普及にとどまらず、
地域が抱える課題の解決や、老若男女が集まる地域
コミュニティとしての役割、教育の場としての人材
育成の機能など、これまでは行政が主にその役割を
担っていた多様な機能を果たしている。

表２　アビスパ福岡　活動実績（2010年度）

出所　2011年アビスパ福岡作成資料から抜粋

アビスパ福岡が地域における政策的な役割を果た
している例として、福岡県の公立大学法人である福
岡女子大学の正課体験学習科目の一つとして位置付
けられている「アビスパ福岡サービスラーニング」
がある。福岡女子大学の正課体験学習科目は、2011
年に「時代の女性リーダーを育成する」という教育
理念のもとで大学改革を開始し、改革の柱となる７
つの特色の一つとして位置付けられているが、その
目的は「実社会での体験を通して、自らの生き方を
切り拓く力を身につける」ことである。アビスパ福
岡をその体験学習の実践の場として、ボランティア
スタッフとして活動を行ったり、学生自らがイベン
トの企画や運営を行ったりする中で、実社会の課題
解決に向けた試行錯誤を通じて、社会を構成する一
員としての自覚を深め、serveするという視点を養
うとともに、活動に必要な能力を身につけるプログ



地域政策におけるクラブチームの役割に関するー考察 78

ラムとなっている。アビスパ福岡が行う取組みに
サービスラーニングという方法で参画し、様々な体
験や実践を行うことや、このプログラムを提供する
ことで、クラブチームとして実質的に高等教育の一
端を担っている。
また、福岡の子どもたちに外遊びの場を提供する
ために、アビスパ福岡と学校（小学校や幼稚園、保
育園）と地域が一体となり、校庭や園庭を芝生化す
る「アビ芝プロジェクト」を行っている。これは近
年、子どもの体力低下が叫ばれる中で、その原因の
一つとして、子どもの外遊びが減少していることが
指摘されており、進んで遊びたくなる場所を提供す
るという目的のもと、芝生の苗を提供し、植え付け
と育成法について指導を行うことで、校庭の芝生化
を支援するものである。芝生の購入から育成に至る
までのノウハウを地域に還元することにより、子ど
もが元気に外遊び可能な環境を整備するとともに、
芝生の育成に際しては、子どもやその親も参加し
て、地域住民の交流にもつながるなど、この取組み
を通じて、「芝生化による環境整備」「子どもの体力
向上」「地域コミュニティの創出」という効果が生ま
れている。
このように、アビスパ福岡というクラブチーム
が、地域の課題解決や、教育による人材育成という
地域政策として本来行政や大学が担うべき役割の一
端を果たしていると言うことができる。

５．クラブチームが地域にもたらす効果
引き続き、地域政策的な観点でクラブチームを見
てみることとする。日本経済研究所は、2009年に「J

クラブの存在が地域にもたらす効果に関する調査」
を行っている。本調査によると、その効果を「Jク
ラブは、地域に様々な経済効果を与えるとともに、
多様な経済主体にサービスを提供することが可能。
一方で、Jクラブはその社会貢献的な性格から、
「ソーシャルビジネス（社会的企業）」としての性格
を持つ。Jクラブがソーシャルビジネスと考えられ
る理由として、Jクラブの活動は「ソーシャルキャ
ピタル（社会関係資本）」の源泉、地域力向上の源泉

となりうる点が挙げられる。上記を踏まえ、わかり
やすい言葉で言うと、Jクラブは「地域の重要無形
文化財」になりうると言える。」と Jリーグの存在が
地域にもたらす効果について総括している。
例えば、ベガルタ仙台は、福岡と同等規模の政令

指定都市である仙台を本拠地としているが、クラブ
チームがもたらす経済効果は年間約41億円で、雇用
効果374人、税収効果は約８千万円に上る。その他の
特筆すべき定性効果としては、地元商店街のまちお
こしへの参加によるにぎわいの創出や、ベガルタ仙
台による地域の盛り上がりが、他のプロスポーツ誘
致の一助となった例、スタジアム近接の大型ショッ
ピングセンターに駐車するスタジアムのマイカー客
による買い物などの相乗効果等が挙げられる。
また、アビスパ福岡と同じ九州を本拠地とする大

分トリニータでは、経済効果は年間約25億円、雇用
効果322人、税収効果は約４千万円に上り、大分とい
う地方都市において、常時15,000人以上を集客する
年間20回にもおよぶイベントとしてのインパクト
や、選手によるサッカークラブ設立など、地域のス
ポーツ文化の核となる人材の出現等の効果が生まれ
ている。
このように、クラブチームは、地域の課題解決や

まちづくり、教育活動等の主体であるのみならず、
経済効果や雇用効果、税収効果等を創出する主体で
もあり、地域政策の観点からは極めて重要な役割を
もつ主体であると言える。

６．総　括
これまでに見てきたように、クラブチームは、わ

が国におけるスポーツ政策の重要な担い手であると
ともに、クラブチームが立地する地域においては、
既に当該地域の政策を補完する、あるいは地域政策
そのものを実行する主体として機能している。
一般的に、スポーツ政策の専門家が当該政策の担

い手である行政機関に潤沢に配置されているとは考
えにくく、スポーツの専門家が多数所属するクラブ
チームは有効なリソースの供給先と考えることがで
きる。また、昨今の家庭事情や教育事情に鑑みると、
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学校（小学校や幼稚園、保育園）で十分な教育や外
遊びが行えない現状をサッカースクールや環境整備
等で補完する、あるいは、実際に社会を体験する高
等教育の場として位置付けるなどの多様な政策領域
をカバーするだけの懐の広さがある。
また、海外を見れば、その街のクラブチームは住
民のアイデンティティそのものであり、地域コミュ
ニティの核であり、街のシンボルとなっている事例
が多数確認できる。例えば、英国のマンチェスター
を本拠地とするマンチェスターユナイテッドしか
り、オランダのアムステムダルを本拠地とするアム
ステルダムアヤックスしかり、イタリアのミラノを
本拠地とする ACミランしかりである。その点に鑑
みれば、クラブチームは「地域愛の源泉」となりう
る存在であるとともに、シティーセールスのツール
にもなりうる存在であると言える。
これらの役割を振り返ってみると、単純なコスト
だけでは評価することのできない重要な機能がある
と見ることができる。何れにせよ、行政や地元企業
が一体となって、クラブチームをも活用した地域政
策の充実を図っていくことが望ましいのではない
か。それこそが、地域の強みになり、やがては地域
の顔になる日がくるかもしれない。

７．おわりに
本研究では、地域政策におけるクラブチームの役
割について考察を行った。地域に所在するクラブ
チームは、現在、特に財政的な状況からその存続が
危ぶまれており、分岐点に立たされている。
地域におけるクラブチームのあり方について、改
めて考え直す上で、本研究がその一助になることを
願ってやまない。
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